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�愛媛県告示第１３６６号
自衛隊法施行令（昭和２９年政令第１７９号）第１１４条及び第１１８条の

規定に基づき、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の自衛官候

補生の募集期間を次のとおり告示する。

平成２７年１１月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 男子（平成２７年度３・４月採用分）

平成２７年１１月２７日（金）から

１２月８日（火）まで

�������
�愛媛県告示第１３６８号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項本文の規定に

より、次のとおり大洲・喜多衛生事務組合の規約の変更を許可した。

平成２７年１１月２０日

�愛媛県告示第１３６７号
自衛隊法施行令（昭和２９年政令第１７９号）第１１７条第１項及び第１１８条の規定に基づき、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の自衛官

候補生の採用試験の試験期日、試験場の位置及び名称並びに担当区域を次のとおり定める。

平成２７年１１月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広
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愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更事項

組合長及び副組合長についてそれぞれ大洲市長及び内子町長の

職にある者をもって充てるようにし、並びに組合議員の定数を変

更するほか、所要の改正

２ 規約変更年月日

愛媛県知事の許可があった日

３ 規約変更許可年月日

平成２７年１１月１０日

�������
�愛媛県告示第１３６９号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項本文の規定に

より、次のとおり大洲喜多特別養護老人ホーム事務組合の共同処理

する事務の変更及び同組合の規約の変更を許可した。

平成２７年１１月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更事項

組合長及び副組合長についてそれぞれ大洲市長及び内子町長の

職にある者をもって充てるようにするほか、所要の改正

２ 規約変更年月日

愛媛県知事の許可があった日

３ 規約変更許可年月日

平成２７年１１月１０日
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�愛媛県告示第１３７０号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）

第５条第１項の規定による届出があったので、同条第３項の規定に

基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産

業支援局経営支援課及び南予地方局産業経済部産業振興課商工観光

室並びに宇和島市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成２７年１１月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 届出の概要

� 大規模小売店舗の名称及び所在地

ケーズデンキ宇和島店・ドラッグコスモス宇和島北店

宇和島市伊吹町字小倉甲１３９０番地１ 外

� 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては代表者の氏名

株式会社ビッグ・エス

香川県高松市多肥上町１２１０番地

代表取締役 大坂 尚登

株式会社コスモス薬品

福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目１０番１号

代表取締役 宇野 正晃

� 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

株式会社ビッグ・エス

香川県高松市多肥上町１２１０番地

代表取締役 大坂 尚登

株式会社コスモス薬品

福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目１０番１号

代表取締役 宇野 正晃

� 大規模小売店舗の新設をする日

平成２８年７月１１日

� 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

４，６１９平方メートル

� 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

ア 駐車場の収容台数

２３５台

イ 駐輪場の収容台数

６０台

ウ 荷さばき施設の面積

１０４平方メートル

エ 廃棄物等の保管施設の容量

３４．４立方メートル

� 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

ア 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉

店時刻

開店時刻 午前９時 閉店時刻 午後１０時

イ 来客が駐車場を利用することができる時間帯

午前８時３０分から午後１０時３０分まで

ウ 駐車場の自動車の出入口の数

３箇所

エ 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

午前６時から午後１０時まで

２ 届出年月日

平成２７年１１月１０日

３ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域

の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者

は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出

することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛

媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び南予地方局産業経済部

産業振興課商工観光室並びに宇和島市役所において告示の日から

１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表

者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活

環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課
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�愛媛県告示第１３７１号
次の地籍調査の結果は、国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）第

１９条第２項の規定に基づき国土調査の成果として認証したから、同

条第４項の規定に基づき次のとおり公告する。

平成２７年１１月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 地籍調査の実施者、地域、調査期間及び成果の名称

愛 媛 県 報平成２７年１１月２０日 第２７２６号
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実施者 地 域 調 査 期 間 成果の名称

東温市 北方・松瀬川の
一部

平成２５年度から
平成２６年度まで

東温市（北方・松
瀬川の一部地区）
の地籍図及び地籍
簿

２ 認証年月日

平成２７年１１月２０日
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�愛媛県告示第１３７２号
次の県営土地改良事業の工事が完了したので、土地改良法（昭和

２４年法律第１９５号）第１１３条の２第３項の規定により公告する。

平成２７年１１月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広
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�愛媛県告示第１３７３号
家畜伝染病予防法（昭和２６年法律第１６６号）第１３条第１項の規定

により、次のとおり牛結核病が発生した旨の届出があった。

平成２７年１１月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

疑似患畜

�愛媛県告示第１３７４号
愛媛県漁業調整規則（昭和４３年愛媛県規則第２２号）第８条第２項

（同規則第２１条第３項において準用する場合を含む。）の規定に基

づき、宇和海を操業区域とする小型機船底びき網漁業の許可又は起

業の認可を申請すべき期間を次のように定める。

平成２７年１１月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

許可又は起業の認可を申請すべき期間

平成２７年１１月２０日から１２月３日まで
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�愛媛県告示第１３７５号
土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第１０３条第３項の規定に

より、大洲市長清水裕から次のとおり換地処分した旨の届出があっ

た。

平成２７年１１月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 土地区画整理事業の名称

大洲都市計画事業上老松土地区画整理事業

２ 施行区域

大洲市長浜町上老松の一部

３ 換地処分年月日

平成２７年１１月２日
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�愛媛県告示第１３７６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定により、

東温市西岡土地改良区から認可申請のあった土地改良事業（維持管

理）の計画の変更を平成２７年１１月１１日認可した。

平成２７年１１月２０日

愛媛県中予地方局長 藤 井 晃 一

�愛媛県告示第１３７７号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２７年１１月２０日

愛媛県中予地方局長 藤 井 晃 一

�愛媛県告示第１３７８号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２７年１１月２０日

愛媛県中予地方局長 藤 井 晃 一

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

ため池等整備事業 内子地区（喜多郡
内子町） 平成２７年３月１６日

ため池等整備事業 下伊台地区（松山
市） 平成２７年９月１４日

農地保全事業 下伊台地区（松山
市） 平成２７年９月１４日

発生頭数 発生場所又は区域 発生年月日 その他参考となる
べき事項

１頭 西予市宇和町小野田 平成２７年１１月１３日 当該牛は隔離飼育
中

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２７中局建（開）第３１号

平成２７年１１月９日
伊予郡松前町大字恵久美字大地１４５番１

松山市竹原４丁目４番２５号

シャトレー竹原Ａ２０２号

池 内 克 次

愛 媛 県 報平成２７年１１月２０日 第２７２６号

１１４５



��������������

��������������

��������������

��������������

�愛媛県告示第１３７９号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の規定により、次のとおり指定居宅サービス事業者を指定した。

平成２７年１１月２０日

愛媛県南予地方局長 稲 田 洋一郎

�愛媛県告示第１３８０号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第５３条第１項本文の規定により、次のとおり指定介護予防サービス事業者を指定した。

平成２７年１１月２０日

愛媛県南予地方局長 稲 田 洋一郎

�愛媛県告示第１３８１号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８２条第２項の規定により、指定居宅介護支援事業者から次のとおり指定居宅介護支援事業を廃止

する旨の届出があった。

平成２７年１１月２０日

愛媛県南予地方局長 稲 田 洋一郎

�愛媛県告示第１３８２号
健康保険法等の一部を改正する法律（平成１８年法律第８３号）附則第１３０条の２第１項の規定によりなおその効力を有するものとされた同

法第２６条の規定による改正前の介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１３条の規定により、次のとおり指定介護療養型医療施設の指定を辞

退する旨の届出があった。

平成２７年１１月２０日

愛媛県南予地方局長 稲 田 洋一郎

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２７中局建（開）第３２号

平成２７年１１月９日
伊予郡松前町大字鶴吉字拂川７８３番６

伊予郡松前町大字筒井４３４番地１

グランドソレイユＢ１０３

平 岡 祐 樹

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

森 岡 明 旭町内科クリニック 愛媛県八幡浜市沖新田１５１０－７３ 平成２７年１０月１日 訪問看護

指定介護予防サービス事業者の
名 称 又 は 氏 名

指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

森 岡 明 旭町内科クリニック 愛媛県八幡浜市沖新田１５１０－７３ 平成２７年１０月１日 介護予防訪問看護

指定居宅介護支援事業者の名称
指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 所

廃止年月日 サービスの種類
名 称 所 在 地

合同会社望 居宅介護支援事業所なでしこ 愛媛県宇和島市伊吹町（東通）甲３６７
番地１ 平成２７年１０月１日 居宅介護支援

指定介護療養型医療施設の開設者の
名 称 又 は 氏 名

指 定 介 護 療 養 型 医 療 施 設
辞退年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

医療法人 宇都宮内科・胃腸科 宇都宮内科・胃腸科 愛媛県宇和島市栄町港２丁目４番２６号 平成２７年１０月１日 介護療養型医療施
設

医療法人 恕風会 大洲記念病院 愛媛県大洲市徳森１５１２番地１ 平成２７年１０月１日 介護療養型医療施
設

愛 媛 県 報平成２７年１１月２０日 第２７２６号

１１４６



��������������

��������������

��������������

雑 報

�愛媛県告示第１３８３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２７年１１月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１３８４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２７年１１月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１３８５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２７年１１月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１３８６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２７年１１月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�裁決手続開始の決定の公告
土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）第４５条の２の規定により、平成２７年１１月１０日次のとおり裁決手続開始の決定をしたので公告する。

平成２７年１１月２０日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 無月宇和島線
宇和島市坂下津甲３０９番１地先から

同市坂下津甲３０９番４まで
平成２７年１１月２０日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 長浜中村線
大洲市長浜町下須戒乙２０９番２から

同町下須戒甲６４２番４まで

旧 １９．３～７１．１ ０．１３９

新 ２２．２～７１．１ ０．１３９

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 宇和明浜線

西予市明浜町俵津２番耕地１１５番２地先から

同町俵津２番耕地１０８番１地先まで
旧 １１．０～１６．５ ０．１１５

西予市明浜町俵津２番耕地１１５番２から

同町俵津２番耕地１０９番３まで
新 ３３．０～４４．０ ０．１１５

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 宇和明浜線
西予市明浜町俵津２番耕地１１５番２から

同町俵津２番耕地１０９番３まで
平成２７年１１月２０日
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正 誤

�正 誤

平成２７年９月１１日付け第２７０６号愛媛県告示第１１２５号（急傾斜地崩

壊危険区域の指定）中

愛媛県収用委員会

会長 市 川 武 志

１ 起業者の名称

愛媛県

２ 事業の種類

県道松山伊予線改築工事（古川拡幅・愛媛県松山市古川南１丁目地内から同市古川南３丁目地内まで）

３ 収用の裁決手続の開始を決定した不動産の表示等

不 動 産 （ 土 地 ） の 表 示 等
土 地 所 有 者

住 所 氏 名

所 有 権 以 外 の

権 利 の 表 示 関 係 人

住 所 氏 名所 在 地 番
地 目 面 積

公 簿 現 況 公 簿
��

実 測
��

収用しようとす
る土地の実測��

受付年月日
受 付 番 号 種 類

愛媛県松
山市古川
南二丁目

１１４０番１ 宅地 宅地 ３３２．７２ ３３２．７２ ３３２．７２
愛媛県松山市空港通二丁目１１番１号
株式会社コスモ企画
代表取締役
夏山 竒守

平成１５年
７月１１日
第２８１１２号

根抵当権

愛媛県松山市勝
山町二丁目１番
地
株式会社愛媛銀
行
代表取締役
本田 元広

平成１８年
７月２７日
第２７３１４号

平成１９年
９月２８日
第３３８４１号

平成１９年
１月１８日
第１２８２号

根抵当権

岡山県岡山市北
区駅前町二丁目
６番１９号
朝銀西信用組合
代表理事
呉 相錫

ページ 箇 所 誤 正

８６８ 右段
下から２行目 平成５４年１２月 昭和５４年１２月

平成２７年１１月２０日 発行
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